
○衛生環境を良好に保つ観点から，状況に応じて必要な消毒作業を行う。

（１）マスクの着用を徹底させる。
　　①登校～下校まで着用させる。
　　②マスクがない児童には，学校に在庫がある分については与え，着用させる。
　　③３密を防ぐことができる活動では，熱中症予防の観点から着用させない(登下校を含む)。
　　④昼食時・体育授業等マスクを着用しない場合は，衛生的に管理できるようマスクホル
　　　ダー等を使用させる。
　　⑤ウレタン･布製マスクでなく不織布マスクを着用させる。
　　⑥正しい着用の仕方（鼻までしっかり覆うなど）についての指導を徹底する。

（１）登校したら， 教室に入る前に学年指定の手洗い場で手を洗い，手指消毒 し教室に入る。
　　　　　　　　　速やかに　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　する
（２）休み時間毎の手洗い，手指消毒をさせる。
（３）鼻をかんだらすぐに手洗い，手指消毒させる。(授業中でも)
　　※うがいは飛沫感染防止のためさせない。

（１）各教室入り口で手指消毒させる。(常時必要な時）
　　　※見える汚れは石けんで落とし，見えない汚れは消毒水(アルコール，微酸性電解水)
（２）現在あるアルコールは，玄関･トイレ及び給食配膳時に使用する。その後は，微酸性電解
　　　水を使用する。

（１）教室の対角線上の上窓４カ所を約20cm，廊下側片開き扉前後２カ所を全部開けておく。
（２）休み時間毎に教室全ての窓を開け，換気する（５分間）。
（３）扇風機，換気扇を終日運転させる。

６　給食
（１）配膳は，教員と当番児童が行う。
（２）給食は自分の分だけを受け取らせる。(友達の分をもらうことはしない)
（３）おかず等を増やしたい児童には，担任が席を回り配食する。
（４）配膳から下膳まで，私語を控えさせる。
（５）給食後の歯磨きについては，飛沫感染予防のためさせない。
（６）マスクは「いただきます」発声後に外させてマスクホルダーにしまわせ，下膳前にマス
      クを着用させる。

（１）給食後，教員と児童が清掃活動を行う。（12:45～13:05）
（２）手洗い場，トイレの清掃は，児童が通常の清掃活動の範囲で行う。
（３）ゴミ箱の処理は，教職員が行う。
（４）児童は，教室や廊下などの掃き掃除及び拭き掃除（机・椅子・床など）を行う。
（５）清掃前後，石けんによる手洗いを徹底する。

（１）健康カード(体調，検温を保護者押印の上毎朝提出）の確認
　　①未提出児については，１校時開始までに保護者連絡し，確認する。
　　②家庭で検温していない場合は，学校で必ず検温する。(非接触型検温計による)
　　　※発熱や咳などの症状による欠席は，出席停止扱いにする場合がある。
（２）在校時に体調不良を訴えた児童への対応
　　①保健室で検温し，３７℃を越えた場合，または，腹痛，頭痛，咳などの症状がある場合
　　　は保護者に連絡し，下校させる。
　　②発熱以外の症状でも，状態によっては必要に応じて保護者に連絡し，通院・休養させ
　　　る。
　　③急な発熱等で感染が疑われる場合は，１階の個別学習室を一時的な隔離場所として使用
　　　する。
（３）教頭，養護教諭がリーダーとなり，教職員の体調管理を徹底する。(検温など)

５　換気（普通教室）
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（１）当面，学校では実施しない学習（３密を防ぐ）
　　①長時間(15分以上)のペア及びグループ学習
　　②児童同士が接触する学習及び運動
（２）特に留意して行う学習活動

＜合唱･合奏＞ 間隔を２m(最低１m以上)空け，マスクを着用し，同じ方向を向いて行う。学習
　　　　　　  後の手洗いを徹底させる。

　　　　　　　飛沫感染の危険性がある学習は当面行わない。
　　　　　　　(合唱，リコーダー，鍵盤ハーモニカ等)

＜調理実習＞  下の３点を守り，調理器具を共用しながら調理させ，調理したものを食べさ
　　　　　　  せる。
　　 ①マスクを着用し，間隔を２m(最低１m以上)空ける。
　　 ②食材に触る前に手指消毒を行う。
　　 ③まな板，包丁等をアルコール消毒してから使用する。
　　 ④常時換気する。
　　 ⑤調理したものは，一人一人の皿に取り分け，給食時と同様の環境で食べさせる。
　　 ⑥学習後の手洗いを徹底させる。
　　 ※調理器具や食器等の洗い物をできるだけ少なくするように紙皿やラップの活用など工夫
　　　 する。
　　　　　　　当面は行わない。
　　　　　　　※前期の調理実習は後期に行うことができるように，単元の入れ替えをして授業を
　　　　　　　　進める。

（３）座席はできる限り離し，児童が向かい合わないようにする。
（４）水筒（水かお茶）は持参させ，授業中も水分を取らせるようにし，のどの乾燥を防ぐ。
（５）授業中の私語は控えさせる。
（６）整列・移動の際は，児童同士の間隔を１ｍ以上空けさせる。
（７）机や椅子，教材等を 共用させない。(特別教室の使用も含む)
　　　　　　　　　共用した場合は，石けんでの手洗いとアルコールでの手指消毒を徹底させる。

（１）コロナウイルス感染予防に向けた学校の日常的な取組を知らせる。
　　①目的　
　　　　・子供を学校に登校させることへの保護者の不安感を軽減させるため。
　　　　・万が一感染が起きた時など，学校としての対策を明確にするため。
（２）家庭での協力を具体的に要請する。
　　①毎朝，家庭での健康観察を徹底し，健康カードに記入，押印の上，子供に持たせること。
　　　※朝，体調が悪い場合（発熱，腹痛，頭痛等）は，登校させないこと。なお，この場合
　　　　は出席停止扱いとし，病院受診を勧める。

　　②マスクを着用させること。
　　③ハンカチ･ちり紙，水筒を必ず持参させること。
　　④在校時に体調不良を訴え，発熱・腹痛・頭痛等の症状が見られた場合にはすぐ下校させ
　　　るので，お迎えをお願いすること。
　　⑤児童またはその家族がPCR検査を受けることになった場合 は，早急に学校に連絡していた
　　　だくこと。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　や濃厚接触者になった場合は，
　　⑦子供や同居する家族に発熱や咳き込み等のかぜ症状があった場合には，登校させず学校に
　　　連絡していただくこと。

○教職員について，感染が疑われるもの及び感染者が発生した場合の対応については，「亘理
　町立小･中学校感染予防ガイドライン（令和3年5月10日版　Ver.4）」に準じる。

＜微酸性電解水について＞　※アルコール消毒液で対応し，不足の場合に使用する。
（１）何に使用できるか。
　　・手指，施設・設備，教材・教具に使用できる。(革製品を除く)
（２）使用方法
　　・スプレーで吹きかけ，拭き取る。　　・容器の電解水は，原則その日のうちに使い切る。
（３）使用の流れ
　　①朝，担任が給湯室からスプレー容器を教室に持っていく。②児童が下校し，教室消毒後，容器を給湯室に返す。
　　③翌日までに新しい電解水を容器に入れ準備する。（養教・業務員）

10　保護者への連絡事項

11　その他

９　授業内容，学習形態上の留意点


